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原子力事業者防災業務計画（平成２５年１２月修正）に係る読替部分の新旧比較表 

読替前 読替後 理由 

茨城県生活環境部防災・危機管理局原子力安全対策課
(茨城県知事)

大洗町生活環境課（大洗町長）

鉾田市総務部総務課

水戸市地域安全課

ひたちなか市生活安全課

東海村原子力安全対策課

茨城町みどり環境課

茨城県警察本部警備課

茨城県生活環境部防災・危機管理局防災・危機管理課
(電話(第１報のみ）及びＦＡＸ）

大洗町消防本部

水戸労働基準監督署安全衛生課

日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター危機管理課

日揮技術研究所管理チーム

日本原子力研究開発機構原子力科学研究所保安管理部

原子力安全推進協会プラント評価部

原子力防災専門官

時間内　原子力規制委員会　原子力規制庁

　　　原子力防災課(電話及びFAX)

時間外　原子力規制委員会　原子力規制庁

　　　原子力防災課担当者(電話及びFAX)

　(原子力規制委員会）

内閣官房　内閣情報調査室　内閣情報集約センター

内閣官房　内閣官房副長官補
（安全保障・危機管理担当）付

内閣府（政策統括官付）

内閣府（内閣総理大臣）

原子力緊急時支援・研修センター

 消防庁     特殊災害室
            宿直室

：原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報先

：電話によるファクシミリ送信の連絡

：ファクシミリによる送信

別図第２　原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報経路（１／２）
（１）事業所内での事象発生時の通報経路

発見者

原子力防災管理者
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茨城県生活環境部防災・危機管理局原子力安全対策課
(茨城県知事)

大洗町生活環境課（大洗町長）

鉾田市総務部総務課

水戸市地域安全課

ひたちなか市生活安全課

東海村防災原子力安全課

茨城町みどり環境課

茨城県警察本部警備課

茨城県生活環境部防災・危機管理局防災・危機管理課
(電話(第１報のみ）及びＦＡＸ）

大洗町消防本部

水戸労働基準監督署安全衛生課

日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター危機管理課

日揮技術研究所管理チーム

日本原子力研究開発機構原子力科学研究所保安管理部

 原子力安全推進協会プラント評価部

原子力防災専門官

時間内　原子力規制委員会　原子力規制庁

　　　原子力防災政策課(電話及びFAX)

時間外　原子力規制委員会　原子力規制庁

　　　原子力防災政策課担当者(電話及びFAX)

　(原子力規制委員会）

内閣官房　内閣情報調査室　内閣情報集約センター

内閣官房　内閣官房副長官補
（安全保障・危機管理担当）付

内閣府（政策統括官付）

内閣府（内閣総理大臣）

原子力緊急時支援・研修センター

 消防庁     特殊災害室
            宿直室

：原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報先

：電話によるファクシミリ送信の連絡

：ファクシミリによる送信

別図第２　原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報経路（１／２）
（１）事業所内での事象発生時の通報経路

発見者

原子力防災管理者
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組織変更に伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 

通報見直しに伴う通

報先削除および通報

経路追加 
 

組織変更に伴う修正 
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読替前 読替後 理由 

事象発生場所を管轄する都道府県知事

事象発生場所を管轄する市町村長

    海上輸送 事象発生場所を管轄する海上保安部
陸上輸送 事象発生場所を管轄する警察署

茨城県生活環境部防災・危機管理局防災・危機管理課
※

事象発生場所を管轄する消防署

日本原子力研究開発機構原子力科学研究所保安管理部

原子力安全推進協会プラント評価部

事象発生場所を管轄する労働基準監督局

原子力防災専門官

時間内　原子力規制委員会　原子力規制庁

　　　原子力防災課(電話及びFAX)

時間外　原子力規制委員会　原子力規制庁

　　　原子力防災課担当者(電話及びFAX)

　(原子力規制委員会）

海上輸送　国土交通省海事局検査測度課
陸上輸送　国土交通省自動車局環境政策課
（国土交通大臣）

内閣官房　内閣情報調査室　内閣情報集約センター

内閣官房　内閣官房副長官補
（安全保障・危機管理担当）付

内閣府（政策統括官付）

内閣府（内閣総理大臣）

原子力緊急時支援･研修センター

 消防庁     特殊災害室
            宿直室

：原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報先

：電話によるファクシミリ送信の連絡

：ファクシミリによる送信

               ※：事象発生場所が茨城県内の場合に限る。

原子力防災管理者

別図第２　原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報経路（２／２）

事業所外
運搬責任者

（２）事業所外運搬での事象発生時の通報経路
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事象発生場所を管轄する都道府県知事

事象発生場所を管轄する市町村長

    海上輸送 事象発生場所を管轄する海上保安部
陸上輸送 事象発生場所を管轄する警察署

茨城県生活環境部防災・危機管理局防災・危機管理課
※

事象発生場所を管轄する消防署

日本原子力研究開発機構原子力科学研究所保安管理部

 原子力安全推進協会プラント評価部

事象発生場所を管轄する労働基準監督局

原子力防災専門官

時間内　原子力規制委員会　原子力規制庁

　　　原子力防災政策課(電話及びFAX)

時間外　原子力規制委員会　原子力規制庁

　　　原子力防災政策課担当者(電話及びFAX)

　(原子力規制委員会）

海上輸送　国土交通省海事局検査測度課
陸上輸送　国土交通省自動車局環境政策課
（国土交通大臣）

内閣官房　内閣情報調査室　内閣情報集約センター

内閣官房　内閣官房副長官補
（安全保障・危機管理担当）付

内閣府（政策統括官付）

内閣府（内閣総理大臣）

原子力緊急時支援･研修センター

 消防庁     特殊災害室
            宿直室

：原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報先

：電話によるファクシミリ送信の連絡

：ファクシミリによる送信

               ※：事象発生場所が茨城県内の場合に限る。

原子力防災管理者

別図第２　原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報経路（２／２）

事業所外
運搬責任者

（２）事業所外運搬での事象発生時の通報経路
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読替前 読替後 理由 

（１）事業所内での事象発生時の通報経路

茨城県生活環境部防災・危機管理局原子力安全対策課
(茨城県知事)

大洗町生活環境課(大洗町長）

茨城県生活環境部防災・危機管理局防災・危機管理課
(電話(第１報のみ）及びＦＡＸ）

鉾田市総務部総務課

水戸市地域安全課

ひたちなか市生活安全課

東海村原子力安全対策課

茨城町みどり環境課

茨城県警察本部警備課

大洗町消防本部

水戸労働基準監督署安全衛生課

日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター危機管理課

日揮技術研究所管理チーム

日本原子力研究開発機構原子力科学研究所保安管理部

原子力安全推進協会プラント評価部

原子力防災専門官

原子力規制委員会　原子力規制庁　原子力防災課

　(原子力規制委員会）

内閣官房　内閣情報調査室　内閣情報集約センター

内閣官房　内閣官房副長官補
（安全保障・危機管理担当）付

内閣府（政策統括官付）

内閣府（内閣総理大臣）

原子力緊急時支援・研修センター

オフサイトセンター　※

茨城県災害対策本部　※

大洗町災害対策本部　※

原子力災害対策本部　※

         消防庁     特殊災害室
                    宿直室

　　　　　：原子力災害対策特別措置法第２５条第２項に基づく応急措置の報告先

　　　　　：ファクシミリによる送信

　　　　　：電話によるファクシミリ送信の連絡

　　　※　：災害対策本部等が設置されている場合に限る。

原子力防災管理者

別図第３　原子力災害対策特別措置法第１０条第１項の通報後の連絡経路（１／２）

 
Ⅱ－４ 

（１）事業所内での事象発生時の通報経路

茨城県生活環境部防災・危機管理局原子力安全対策課
(茨城県知事)

大洗町生活環境課(大洗町長）

茨城県生活環境部防災・危機管理局防災・危機管理課
(電話(第１報のみ）及びＦＡＸ）

鉾田市総務部総務課

水戸市地域安全課

ひたちなか市生活安全課

東海村防災原子力安全課

茨城町みどり環境課

茨城県警察本部警備課

大洗町消防本部

水戸労働基準監督署安全衛生課

日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター危機管理課

日揮技術研究所管理チーム

日本原子力研究開発機構原子力科学研究所保安管理部

 原子力安全推進協会プラント評価部

原子力防災専門官

原子力規制委員会　原子力規制庁　原子力防災政策課

　(原子力規制委員会）

内閣官房　内閣情報調査室　内閣情報集約センター

内閣官房　内閣官房副長官補
（安全保障・危機管理担当）付

内閣府（政策統括官付）

内閣府（内閣総理大臣）

原子力緊急時支援・研修センター

オフサイトセンター　※

茨城県災害対策本部　※

大洗町災害対策本部　※

原子力災害対策本部　※

         消防庁     特殊災害室
                    宿直室

　　　　　：原子力災害対策特別措置法第２５条第２項に基づく応急措置の報告先

　　　　　：ファクシミリによる送信

　　　　　：電話によるファクシミリ送信の連絡

　　　※　：災害対策本部等が設置されている場合に限る。

原子力防災管理者

別図第３　原子力災害対策特別措置法第１０条第１項の通報後の連絡経路（１／２）
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読替前 読替後 理由 

（２）事業所外運搬での事象発生時の通報経路

事象発生場所を管轄する都道府県知事

事象発生場所を管轄する市町村長

    海上輸送 事象発生場所を管轄する海上保安部
陸上輸送 事象発生場所を管轄する警察署

  茨城県生活環境部防災・危機管理局防災・危機管理課 ※2
  (電話(第１報のみ）及びＦＡＸ）

事象発生場所を管轄する消防署

事象発生場所を管轄する労働基準監督局

事象発生場所を管轄する海上保安部

日本原子力研究開発機構原子力科学研究所保安管理部

原子力安全推進協会プラント評価部

原子力防災専門官

原子力規制委員会　原子力規制庁　原子力防災課

　(原子力規制委員会）

原子力防災管理者
海上輸送　国土交通省海事局検査測度課
陸上輸送　国土交通省自動車局環境政策課
          （国土交通大臣）

内閣官房　内閣情報調査室　内閣情報集約センター

内閣官房　内閣官房副長官補
（安全保障・危機管理担当）付

内閣府（政策統括官付）

内閣府（内閣総理大臣）

事象発生場所を管轄する
都道府県災害対策本部　※

事象発生場所を管轄する
市町村災害対策本部　※

原子力緊急時支援･研修センター

オフサイトセンター　※

原子力災害対策本部　※

         消防庁     特殊災害室
                    宿直室

　　　　　：原子力災害対策特別措置法第２５条第２項に基づく応急措置の報告先

　　　　　：ファクシミリによる送信
　　　　　：電話によるファクシミリ送信の連絡

　　　※　：災害対策本部等が設置されている場合に限る。

      ※2 ：事象発生場所が茨城県内の場合に限る。

別図第３　原子力災害対策特別措置法第１０条第１項の通報後の連絡経路（２／２）

 
Ⅱ－５ 

（２）事業所外運搬での事象発生時の通報経路

事象発生場所を管轄する都道府県知事

事象発生場所を管轄する市町村長

    海上輸送 事象発生場所を管轄する海上保安部
陸上輸送 事象発生場所を管轄する警察署

  茨城県生活環境部防災・危機管理局防災・危機管理課 ※2
  (電話(第１報のみ）及びＦＡＸ）

事象発生場所を管轄する消防署

事象発生場所を管轄する労働基準監督局

事象発生場所を管轄する海上保安部

日本原子力研究開発機構原子力科学研究所保安管理部

 原子力安全推進協会プラント評価部

原子力防災専門官

原子力規制委員会　原子力規制庁　原子力防災政策課

　(原子力規制委員会）

原子力防災管理者
海上輸送　国土交通省海事局検査測度課
陸上輸送　国土交通省自動車局環境政策課
          （国土交通大臣）

内閣官房　内閣情報調査室　内閣情報集約センター

内閣官房　内閣官房副長官補
（安全保障・危機管理担当）付

内閣府（政策統括官付）

内閣府（内閣総理大臣）

事象発生場所を管轄する
都道府県災害対策本部　※

事象発生場所を管轄する
市町村災害対策本部　※

原子力緊急時支援･研修センター

オフサイトセンター　※

原子力災害対策本部　※

         消防庁     特殊災害室
                    宿直室

　　　　　：原子力災害対策特別措置法第２５条第２項に基づく応急措置の報告先

　　　　　：ファクシミリによる送信

　　　　　：電話によるファクシミリ送信の連絡

　　　※　：災害対策本部等が設置されている場合に限る。

      ※2 ：事象発生場所が茨城県内の場合に限る。

別図第３　原子力災害対策特別措置法第１０条第１項の通報後の連絡経路（２／２）

 
Ⅱ－５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
通報見直しに伴う通
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